
提供サービス【相談支援事業】 

 

Ⅰ 要医療児者支援体制加算 

医療的ケアを必要とする人に対して適切な支援を実施するため、医療的ケア

児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を、令和元年 10 月 1

日から当地域生活相談室に配置しております。 

 

研修名：令和元年度富山県医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

場 所：富山県民会館 

開催日：令和元年７月２３日～２４日、９月３日～４日 

修了者：相談支援専門員 野島真裕美 

 

 

Ⅱ 行動障害支援体制加算 

行動障害のある知的障害者や精神障害者の方々に対して適切な計画相談支援

等を実施するために、強度行動障害者支援者養成研修（実践研修）を修了し、専

門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を、令和２年年 1 月 1 日から当

地域生活相談室に配置します。 

 

研修名：平成２６年度富山県強度行動障害支援者養成研修（基礎研修） 

場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま） 

開催日：平成２７年２月１２日～１３日 

修了者：相談支援専門員 石塚 梨絵 

研修名：平成２９年度富山県強度行動障害支援者養成研修（実践研修） 

場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま） 

開催日：平成３０年３月１３日～１４日 

修了者：相談支援専門員 石塚 梨絵 

 

 


